
加入のご案内

○建設業に働く人を対象にした「国の退職金制度」です。

○事業所で従業員にかけます。（事業主本人は加入できません）

一人親方の皆さんも、組合の任意組合を通じて加入できます。

○月々の掛金は7,400円（１日320円×23日・事務費40円）

○組合では、

①手帳交付の事務、②証紙の購入・貼付、③手帳更新

④手帳の保管、⑤退職金の請求を行います。

制度の特徴

1.3







１年以上加入していて

○職人または一人親方から事業主になったとき

○建設業をやめたとき

○５５歳になったとき（継続もできます）

○死亡したとき

退職金をもらうには

納付月数 退職給付金額 掛金

１年 ４０，０００ ８８，８００ ４５％

２年 １９４，０００ １７７，６００ １０９％

５年 ４７３，０００ ４４４，０００ １０６％

１０年 １，０１２，０００ ８８８，０００ １１３％

１５年 １，５８４，０００ １，３３２，０００ １１８％

２０年 ２，１５１，０００ １，７７６，０００ １２１％

２５年 ２，７６６，０００ ２，２２０，０００ １２４％

３０年 ３，４０９，０００ ２，６６４，０００ １２７％

３５年 ４，０７４，０００ ３，１０８，０００ １３１％

退職金の目安（月３２０円×２３日） ＊令和３年１０月以降加入


